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◆◆各種審議会等の開催日程◆◆
 ※　保育あり（①は申込不要②は要事前申込）

問合先内　容ところと　き名　称

保育課保育係
（☎０４２−３８７−９８４６）

公立保育園の現状確
認と保護者が求める
事業について

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

３月１１日（土）
１５：３０〜

公立保育園運営協議会
（※①）

環境政策課緑と公園係
（☎０４２−３８７−９８６０）

市の主な緑化施策に
ついて

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

３月１４日（火）
９：００〜緑地保全対策審議会

児童青少年課児童青少年係
（☎０４２−３８７−９８４７）

平成２９年度児童館計
画について　ほか

前原暫定集会施設
２階Ｃ会議室

３月１４日（火）
９：３０〜

第３回児童館運営審議会
（※①）

経済課消費生活係
（☎０４２−３８７−９８３１）

これからの消費者行
政の在り方について

前原暫定集会施設
２階Ｂ会議室

３月１４日（火）
１０：００〜消費生活審議会

自立生活支援課障害福祉係
（☎０４２−３８７−９８４８）

児童発達支援センタ
ー「きらり」の業務
内容等について

本町暫定庁舎１階
第１会議室

３月１４日（火）
１０：００〜

児童発達支援センター運
営協議会（※②）

子育て支援課子育て支援係
（☎０４２−３８７−９８３６）計画の変更について市役所第二庁舎８

階８０１会議室
３月１４日（火）
１９：００〜

子ども・子育て会議（※
②）

児童青少年課児童青少年係
（☎０４２−３８７−９８４７）

専門委員会からの報
告　ほか

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

３月１６日（木）
１０：００〜第１回青少年問題協議会

総務課情報公開係
（☎０４２−３８７−９９２６）

個人情報保有等届け
出の報告、諮問につ
いて

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

３月１６日（木）
１８：００〜

情報公開・個人情報保護
審議会

下水道課業務設備係
（☎０４２−３８７−９８２８）

下水道使用料に関す
る協議

市民会館・萌え木
ホールＢ会議室

３月２１日（火）
１３：３０〜下水道使用料審議会

　

市
で
は
、
奨
学
生
の
選
定
、
奨

学
金
額
の
決
定
な
ど
小
金
井
市
奨

学
資
金
制
度
の
運
営
に
つ
い
て
検

討
す
る
た
め
、
奨
学
資
金
運
営
委

員
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

委
員
会
は
、
関
係
機
関
等
か
ら

の
推
薦
委
員
を
含
め
て
８
人
で
構

成
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
任
期
満
了
に
伴
い

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　

３
人
（
選
考
）

対　

象　

市
内
在
住
で
、
平
成　
２９

年
４
月
１
日
現
在　

歳
以
上
の
学

１８

校
教
育
に
熱
意
と
関
心
の
あ
る
方

※　

▽
市
の
関
係
者
お
よ
び
市
奨

学
生
出
願
資
格
を
有
す
る
方
は

除
く
。　

▽
す
で
に
市
が
設
置

し
て
い
る
附
属
機
関
等
の
委
員

の
方
は
、
原
則
と
し
て
一
つ
ま

で
し
か
他
の
附
属
機
関
の
委
員

を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
（
臨
時
的
・
時
限
的
に
設

置
さ
れ
る
附
属
機
関
等
は
、
そ

の
他
に
一
つ
に
限
り
兼
ね
る
こ

と
が
で
き
ま
す
）

任　

期　

７
月
１
日
～
平
成　

年
３１

６
月　

日
３０

※　

開
催
頻
度
な
ど
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

報　

酬　

１
万
円
（
１
回
）

応
募
用
紙
配
布
場
所　

３
月
１
日

か
ら
、
庶
務
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
７
階
）
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１

階
受
付
、
公
民
館
各
館
、
婦
人
会

館
、
総
合
体
育
館
、
図
書
館
本
館
、

保
健
セ
ン
タ
ー
、
上
之
原
会
館
、

前
原
町
西
之
台
会
館
、
東
小
金
井

駅
開
設
記
念
会
館
で
配
布
す
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

応
募
方
法　

３
月　

日
（
必
着
）

３１

ま
で
に
、
直
接
、
郵
送
ま
た
は
フ

ァ
ク
ス
で
応
募
用
紙
に
必
要
事
項

を
明
記
し
、
庶
務
課
へ
。

選
考
方
法　

市
役
所
内
で
設
け
た

選
考
委
員
会
で
、
審
査
・
選
考
を

行
い
ま
す
。

選
考
結
果　

応
募
者
全
員
に
選
考

結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
提
出

し
て
い
た
だ
い
た
論
文
・
応
募
用

紙
は
、
選
考
後
返
却
し
ま
す
。

選
考
基
準　

必
要
な
方
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

庶
務
課
庶
務
係
（
〒　
１８４

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
７
２ 
　

儿　

儿
１
１
３

０４２

３８３

３
）

 　

市
で
は
、
直
面
す
る
少
子
高
齢

化
や
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え

つ
つ
、
公
共
施
設
等
の
老
朽
化
対

策
や
最
適
な
配
置
の
見
直
し
等
を

計
画
的
に
進
め
る
た
め
、
そ
の
基

本
方
針
と
な
る
「
公
共
施
設
等
総

合
管
理
計
画
」を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
に
つ
い
て
、
市
民
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と　

き　

①
３
月　

日
（
土
）
午

１８

前　

時
～
正
午
②　

日
（
金
）
午

１０

２４

後
７
時
～
９
時

※　

い
ず
れ
も　

分
前
か
ら
開

３０

場
。

と
こ
ろ　

①
市
民
会
館
・
萌
え
木

ホ
ー
ル
②
公
民
館
緑
分
館

そ
の
他　

▽
保
育
あ
り
（
１
歳
以

上
の
未
就
学
児
。
各
回
６
人
。
要

事
前
申
込
）
▽
手
話
通
訳
あ
り

（
要
事
前
申
込
）

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

問
合
先　

企
画
政
策
課
企
画
政
策

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
０
０ 
　

０４２

３８７

０４２

儿　

儿
１
２
２
４
）

３８７

 　

都
で
は
、
「
都
立
武
蔵
野
公
園

の
整
備
計
画
」
中
間
の
ま
と
め
に

つ
い
て
意
見
募
集
を
行
い
ま
す
。

閲
覧
場
所　

都
建
設
局
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.k
en
sets

u
.m
etro

.to
kyo
.jp
/ko
u
en
/s

FAX

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
の
市
民
説
明
会
の
開
催FAX

都
立
武
蔵
野
公
園
の
整
備
計
画

中
間
の
ま
と
め
の
公
表
と

意
見
募
集

h
in
g
ik
a
i/in
d
ex.h

tm
l

）
、
都

建
設
局
公
園
緑
地
部
計
画
課
・
東

部
お
よ
び
西
部
公
園
緑
地
事
務
所

の
窓
口
、
都
民
情
報
ル
ー
ム
（
都

庁
第
一
本
庁
舎
３
階
北
側
）
、
市

環
境
政
策
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎

４
階
）

検
討
結
果
の
公
表
等　

▽
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。
▽
い
た
だ
い
た

ご
意
見
は
、
公
表
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
▽
個
人
情

報
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
消
去
し
ま

す
。

応
募
方
法　

３
月
１
日
～　

日
１５

（
消
印
有
効
）
に
、
郵
送
、
フ
ァ

ッ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
都
建

設
局
公
園
緑
地
部
計
画
課
へ
。

問
合
先　

都
建
設
局
公
園
緑
地
部

計
画
課
（
〒　

儿
８
０
０
１
新
宿

１６３

区
西
新
宿
２
儿
８
儿
１
☎　

儿
５

０３

３
２
０
儿
５
３
７
１ 
　

儿
５
３

０３

８
８
儿
１
５
３
２
死S

0
0
0
0
3
8

0
@
se
ctio
n
.m
e
tro
.to
k
y
o
.j

p

）
、
市
環
境
政
策
課
緑
と
公
園

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
６
０
）

０４２

３８７

 　

市
で
は
、
障
害
者
差
別
解
消
法

の
施
行
に
伴
い
、
地
域
自
立
支
援

協
議
会
を
中
心
と
し
て
条
例
案
の

検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も

共
に
暮
ら
す
共
生
社
会
の
実
現
の

た
め
、
市
民
意
見
交
換
会
を
開
催

FAX

障
害
者
差
別
解
消
法
に
係
る

条
例
制
定
に
向
け
た
市
民
意

見
交
換
会
を
開
催

し
ま
す
。

と　

き　

①
３
月　

日
（
土
）
正

１１

午
～
午
後
１
時　

分
②　

日

３０

１６

（
木
）
午
後
６
時
～
８
時

※　

い
ず
れ
も　

分
前
か
ら
受
け

３０

付
け
開
始
。

と
こ
ろ　

①
市
民
会
館
・
萌
え
木

ホ
ー
ル
②
前
原
暫
定
集
会
施
設
Ａ

会
議
室

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方

定　

員　

①　

人
②　

人
（
い
ず

６０

４０

れ
も
当
日
先
着
順
）

そ
の
他　

▽
手
話
通
訳
あ
り　

▽

保
育
あ
り
（
要
事
前
申
込
）

問
合
先　

自
立
生
活
支
援
課
障
害

福
祉
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
４
８

０４２

３８７

 
　

儿　

儿
２
５
２
４
）

０４２

３８４

FAX

委
員
募
集

　市では、４月１日から一部地
域でごみの収集日を変更しま
す。変更後の収集日は、右表の
とおりです。
　なお、変更後の各地区の詳し
い収集日等については、平成２９
年度ごみ・リサイクルカレンダ
ーをご確認ください。
問合先　ごみ対策課清掃係（☎
０４２−３８７−９８３５）

金木水火月地区

燃やすごみ古紙・布
ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ燃やすごみプラスチックごみ貫井北町全域
ペットボトル・空き缶・金属

燃やすごみ
ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ−燃やすごみプラスチックごみ
古紙・布本町３・４・５丁目

ペットボトル・空き缶・金属

燃やすごみプラスチックごみ古紙・布燃やすごみ
ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ緑町４・５丁目
本町２丁目 ペットボトル・空き缶・金属

燃やすごみ
ペットボトル・空き缶・金属

プラスチックごみ燃やすごみ古紙・布梶野町全域
関野町全域 ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ

燃やすごみ−プラスチックごみ
古紙・布燃やすごみ

ペットボトル・空き缶・金属緑町１・２・３丁目
桜町全域 ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ

古紙・布燃やすごみ
ペットボトル・空き缶・金属

プラスチックごみ燃やすごみ東町１・５丁目
中町１・２丁目 ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ
ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみプラスチックごみ
燃やすごみ−古紙・布燃やすごみ東町２・４丁目

ペットボトル・空き缶・金属
燃やすごみ

プラスチックごみ−燃やすごみ
古紙・布−東町３丁目 ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ
ペットボトル・空き缶・金属
ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ燃やすごみ−プラスチックごみ
古紙・布燃やすごみ

中町３・４丁目
本町１・６丁目
貫井南町３丁目 ペットボトル・空き缶・金属

プラスチックごみ燃やすごみ古紙・布
ペットボトル・空き缶・金属

燃やすごみ前原町１・２・３・
４丁目 ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ

プラスチックごみ燃やすごみ古紙・布
ビン・スプレー缶・

有害ごみ・燃やさないごみ燃やすごみ
貫井南町１・２・
４・５丁目
前原町５丁目 ペットボトル・空き缶・金属

※　 は収集日が変更となった
品目を表しています。土曜・日
曜日は収集を行いません。

※　「ビン・スプレー缶・有害ご
み・燃やさないごみ」、「ペッ
トボトル・空き缶・金属」は収
集が隔週となります。

※　枝木・落ち葉・雑草類の回収
方法が変更となります。詳しく
は、「平成２９年度ごみ・リサ
イクルカレンダー」をご確認く
ださい。

４月１日から
ごみの
収集日が
変更

４４月月１１日日かからら
ごみごみのの
収集日収集日がが
変変更更

奨
学
資
金

運
営
委
員
会


